
特定地域づくり事業協同組合について

総務省 地域力創造グループ 地域自立応援課
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特定地域づくり事業協同組合制度

PR動画は
こちら→

国費 １/４

特別交付税 
1/8

実質的な
地方負担 1/8

○ 地域人口の急減に直面している地域において、特定地域づくり事業協同組合が域内外の若者等を雇用し、就業の機会を
提供すること等により、地域づくり人材を育成するとともに地域社会の維持・地域経済の活性化を図る。

…
助成対象経費の上限額（R8引き上げ）
・派遣職員人件費 400万円→450万円/人・年
・事務局運営費  600万円→670万円/年

※このほか、設立支援に対する特別交付税措置あり 措置率１/２
（対象経費上限額R８引き上げ 300万円/組合→390万円/組合)

 R8当初予算額案 6.2億円
（R7当初予算額  5.6億円）

※内閣府予算計上

●地域の仕事を組み合わせて年間を通じた仕事を創出、地域の担い手を確保
●対象は、人口規模や密度等に照らし、人材確保に特に支援が必要な地区として知事が判断
●事業協同組合の申請に基づき、都道府県知事が認定（10年更新制）
●令和７年３月に改正法が成立し、組合員以外への派遣について利用規制を緩和

（員内利用の20％まで → 関係市町村等への派遣に限り、員外利用規制の上限を員内利用の50％まで緩和）

POINT
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特別交付税措置（組合設立年度のみ）
・組合への設立支援に関して、市町村が行う単独事業の実施に要する経費

①設立時の財産的基礎形成への支援（寄付金等）②設立準備への支援（調査、登記、施設改装、設備、アドバイザー等）
・対象経費上限額 300万円 → 390万円/組合 （措置率１／２）

２ . 組 合 設 立 に 対 す る 財 政 支 援

特定地域づくり事業協同組合制度の令和８年度の見直しについて
（補助対象経費の上限額等の引き上げ）

1 . 組 合 運 営 費 に 対 す る 財 政 支 援

特定地域づくり事業推進交付金
1/4

特別交付税
1/8

実質的な地方負担
1/8

国庫補助
・組合運営費の1/2の範囲内で公費支援（国1/2、市町村1/2）

特別交付税措置
・特定地域づくり事業推進交付金に係る事業の実施に伴って負担する経費 （措置率1/2）

組 合

市町村

派遣先からの利用料収入
1/2

市町村からの助成
1/2

特定地域づくり事業
派遣職員人件費 （400万円 → 450万円／人）
事務局運営費 （600万円 → 670万円／組合）

支出

収入
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○人件費の上昇を踏まえ、組合の運営や設立に係る補助対象経費等の上限額を引き上げ
１．運営経費に係る補助対象経費

派遣職員人件費：４００万円 → ４５０万円／人 事務局運営費：６００万円 → ６７０万円／組合

２．設立経費に係る特別交付税措置の対象経費
３００万円 →３９０万円／組合



特定地域づくり事業協同組合 認定状況
組合数 135組合（40道府県138市町村）

【北海道】
  名寄市  石狩市   知内町      ニセコ町
  下川町  初山別村  中頓別町  新得町

【岩手県】
 葛巻町
 大槌町
 岩泉町

【福島県】
喜多方市    只見町
西会津町    磐梯町
柳津町・三島町・昭和村
金山町        会津美里町
鮫川村         楢葉町

【石川県】
   七尾市
   小松市
   珠洲市
 穴水町

【佐賀県】
 唐津市
 武雄市
 小城市
 上峰町

【宮崎県】
  日南市 都農町
  諸塚村 椎葉村
  五ヶ瀬町

【栃木県】
  茂木町

【沖縄県】
  宮古島市
  伊平屋村

※R7.12.１現在（交付決定ベース）

【岐阜県】
  白川町

【岡山県】
  新庄村
西粟倉村

【京都府】
 綾部市
 京丹後市

【広島県】
  東広島市
  安芸太田町
  神石高原町

【長崎県】
 平戸市  五島市
 対馬市 
 新上五島町
 壱岐市  雲仙市

【奈良県】
   明日香村
   川上村

【鳥取県】
   若桜町
   智頭町 
   日野町

【長野県】
  生坂村  小谷村
  信濃町  飯綱町

【熊本県】
 山鹿市  宇城市
 天草市  五木村 
あさぎり町

【兵庫県】
 丹波篠山市
 淡路市
 香美町 【秋田県】

 東成瀬村

【三重県】
  松阪市
大紀町

【宮城県】
 気仙沼市

【群馬県】
 上野村  中之条町
 みなかみ町

【愛知県】
   設楽町

【静岡県】
  島田市
  川根本町

【茨城県】
   かすみがうら市

【山口県】
  下関市
山口市
萩市

【高知県】
  四万十市  東洋町
安田町      馬路村

  土佐町

【鹿児島県】
  枕崎市   阿久根市
  西之表市  奄美市
  錦江町
和泊町・知名町

  中種子町  南種子町
宇検村      喜界町
伊仙町      与論町

【島根県】
  松江市       浜田市(2)
  益田市       大田市
  安来市       雲南市
  奥出雲町   飯南町
  邑南町       津和野町
  海士町       西ノ島町
  知夫村       隠岐の島町

【徳島県】
  美馬市
  三好市
  勝浦町  
  上勝町

【山梨県】
 早川町
 丹波山村

【愛媛県】
  松野町

【和歌山県】
  かつらぎ町

【埼玉県】
   小鹿野町

【青森県】
  鰺ヶ沢町
  南部町

【香川県】
  土庄町・小豆島町

【大分県】
 佐伯市

【山形県】
 川西町  小国町  白鷹町

【富山県】
  南砺市

【新潟県】
  十日町市
  妙高市
  上越市
  佐渡市
  阿賀町
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令和７年４月１日までに採用された派遣職員の総数は、833人

特定地域づくり事業協同組合の状況について

○派遣職員の年代比

約６割の職員が
１０代・２０代・３０代

派遣職員の約６割が
地域外からの移住者

○派遣職員の居住状況 ○派遣職員の退職後の動向
これまでの退職者のうち約半数が組合

の所在する市町村でそのまま定住

10歳代
8人(1%)

20歳代
267人

30歳代
211人
(25%)

40歳代
168人
(20%)

50歳代
126人
(15%)

60歳代以上
53人(7%)

424人
(51%)

103人
(12%)

87人 (11%)

219人(26%) 他の都道府県
から移住

73人
(13％)

都道府県内の
他の市町村から移住

市町村内に
以前から居住

転居を伴わずに
市町村外から通勤

・57人はUターン者
・35人は地域おこし協力隊の経験者

103人
(29%)

87人
(25%)

116人
(33%)

46人
(13%) 組合員企業に

直接雇用

市町村内の
組合員以外の企業に
就職・起業等（※）

所在不明

組合が所在する
市町村外に転居

※就職はしていないが市町村
内に居住している人を含む。
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